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１－１ 消費者相談「通販110番」の概要１－１．消費者相談「通販110番」の概要
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１－２ 相談受付～処理のフロー１ ２．相談受付～処理のフロ
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１－３ 相談件数１ ３．相談件数
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１－４ 相談概要 ＜会員・非会員別「健康食品」相談件数＞１－４．相談概要 ＜会員・非会員別「健康食品」相談件数＞
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２－１ 企業の事例 ＜お客様の声 質と分類＞

問合せ

２ １．企業の事例 ＜お客様の声 質と分類＞

健康に関する窓口問合せ
窓口

健康に関する窓口

美容に関する窓口
電話

手紙･ハガキ

配達に関する窓口

支払いに関する窓口

メール
返品に関する窓口
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２－２ 企業の事例 ＜健康に関する問合せ 件数＞２ ２．企業の事例 ＜健康に関する問合せ 件数＞

月間 約１万5千件月間 約１万5千件

＜問合せ内容に応じた分類＞※１ヵ月あたり ＜性別・年齢構成＞※１ヵ月あたり

男性 女性

１０代 0% 0.1%

商品説明 81%

薬との飲み合わせ 9%
２０代 0.4% 2.9%

３０代 1.0% 14.0%

薬との飲み合わせ 9%

健康一般への
問合せ

6%

４０代 1.7% 19.1%

５０代 3.4% 18.6%

問合せ

その他 4%

６０代 4.0% 15.8%

７０代 4.5% 9.4%
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８０代以上 2.1% 3.0%



２－３ 企業の事例 ＜健康に関する問合せ 具体例＞２ ３．企業の事例 ＜健康に関する問合せ 具体例＞

商品説明 飲み合わせ商品説明

・どの商品を
どう摂取すればよいか

飲み合わせ

・アレルギー有無
どう摂取すればよいか

・商品名がわかりにくい
・妊婦でも摂取可能か

・原料や原料由来について
・漢方薬との違いと飲み合わせ

・他社商品との比較
・今飲んでいる薬と同時摂取は可能か

薬剤師や管理栄養士による
健康食品と医薬品との飲み合わせに
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対応しうる相談窓口の設置



３ 今後の活動３．今後の活動

消費者 事業者
向け 向け

●協会ホームページを通じて、

「通販の上手な利用法」の普及啓発

●法令等の周知徹底
セミナー等による法令遵守の徹底

●各地の消費生活センターとの連携
消費者向け講座への講師派遣

●広告の適正化
サプリメントのガイドライン等

消費者向け講座への講師派遣

●ＪＡＤＭＡキャンペ ン

各種自主規制の強化

●ＪＡＤＭＡキャンペーン
（新聞広告、折込広告等）の実施 ●広告のチェック体制強化

広告表示の定期的チェックと

注意喚起
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